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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第21期中、第21期、第23期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、1株当たり中間(当期)純損失の

ため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員数を記載しており、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員、季節従業員を含んでおります。）

は、当該期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

４．平成18年12月20日開催の第21期定時株主総会決議により、決算期を９月30日より３月31日に変更しました。 

  従って第22期は平成18年10月１日から３月31日の６ヵ月間となっておりますので、中間連結決算は行っておりません。 

  

回次 第21期中 第22期中 第23期中 第21期 第22期 

会計期間 

自 平成17年 
  10月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

―

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  10月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成18年
  10月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 1,997,837 ― 2,101,536 4,391,489 2,284,693 

経常利益又は経常損失

（△） 

(千円) △69,400 ― △82,559 △157,672 44,064 

中間(当期)純利益又は中

間(当期)純損失（△） 

(千円) △78,648 ― △82,949 △208,256 34,000 

純資産額 (千円) 1,590,925 ― 1,414,470 1,460,249 1,494,850 

総資産額 (千円) 3,091,732 ― 2,907,437 2,890,248 3,057,034 

１株当たり純資産額 (円) 217,250.47 ― 193,154.47 199,405.97 204,130.86 

１株当たり中間(当期)純

利益又は中間(当期)純損

失(△) 

(円) △10,739.91 ― △11,327.27 △28,438.62 4,642.90 

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― 4,641.00

自己資本比率 (％) 51.5 ― 48.5 50.5 48.9 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △75,464 ― 42,875 △492,825 184,958

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △179,982 ― △8,954 △131,757 △13,871

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △61,002 ― 51,672 △10,255 △57,586

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 898,634 ― 779,339 580,245 693,745

従業員数 
(外、平均臨時雇用人員) 

(名) 
99 

(182) 
―

96
(113) 

92 
(112) 

91
(119) 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２. 第21期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株引受権方式によるストックオプション制度

を採用しておりますが、当社株式は平成16年12月16日に東京証券取引所（マザーズ市場）に上場したことにより、期中

平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

３．第21期、第23期中の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、1株当たり中間(当期)純損失のため記載し

ておりません。 

４. 従業員数は就業人員数を表示しており、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員、季節従業員を含んでおります。）

は、当該期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

５．平成18年12月20日開催の第21期定時株主総会決議により、決算期を９月30日より３月31日に変更しました。 

  従って第22期は平成18年10月１日から３月31日の６ヵ月間となっておりますので、中間決算は行っておりません。 

  

回次 第21期中 第22期中 第23期中 第21期 第22期 

会計期間 

自 平成17年 
  10月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

―

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  10月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成18年
  10月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 505,433 ― 375,467 1,277,994 795,962 

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) △117,657 ― △133,265 △238,726 15,053 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △106,872 ― △133,865 △306,283 11,934 

資本金 (千円) 616,020 ― 616,020 616,020 616,020 

発行済株式総数 (株) 7,328 ― 7,328 7,328 7,328 

純資産額 (千円) 1,564,368 ― 1,245,108 1,363,890 1,376,424 

総資産額 (千円) 2,115,623 ― 2,074,492 2,070,280 2,378,116 

１株当たり純資産額 (円) 213,478.29 ― 169,911.03 186,120.37 187,830.90 

１株当たり中間 
(当期)純利益又は中間
(当期)純損失(△) 

(円) △14,584.08 
― 

△18,267.64 △41,796.30 1,628.60 

潜在株式調整後１株当た 
り中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― 1,627.93 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 73.9 ― 59.8 65.8 57.9 

従業員数 
(外、平均臨時雇用人員) 

(名) 
24 
(2) 

― 26 
(1) 

25 
(2) 

26 
(2) 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数 

平成19年９月30日現在 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は括弧内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成19年９月30日現在 

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は括弧内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3)労働組合の状況 

  労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

エスコ関連事業 26（1） 

ファシリティマネジメント事業 67（112） 

ロジスティクスサポート事業 3（0） 

合計 96（113） 

従業員数(名) 26(1) 



第２ 【事業の状況】 

前連結会計年度は決算期変更により６ヵ月間となっており、中間連結決算を行っていないため、前中間連結会計期間

との比較は記載しておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、長期化する資源価格、原材料価格の高騰や国際金融市場の動揺による米国経済の
成長懸念等の不安材料を抱えながらも、順調な企業収益の改善や好業績を背景に民間設備投資、個人消費が改善し、景気は緩や
かな回復基調となりました。 
一方、環境保全意識の向上は世界的な広がりを見せ、我が国においても一般家庭を含め急速に高まっております。平成 18 年 4

月 1 日施行の「改正省エネルギー法」により業務用ビル・運輸業界等にも省エネに対する規制がかかり、更に企業の省エネニー
ズが加速度を増すものと考えておりましたが、それほどの劇的な改正内容ではなかったという状況であります。しかしながら、
京都議定書数値の達成の為、今後、更なる改正法の施行、その他排出事業者に対し、厳しい抑制策が講じられることは必至であ
ります。 
このような状況の中、サービス領域拡充戦略により、顧客企業における「企業キャッシュ・フローへの貢献」と「環境への貢

献」を実現するためのエネルギーソリューション・サービスをワンストップで提供することが可能な企業グループとしての体制
構築を積極的に推進しております。 
  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

（エスコ関連事業） 
当事業におきましては、省エネルギー投資への意欲が高まるなか、国内・海外を視野に積極的に営業活動を行っております。

前期より積極的に営業活動を行っておりますグアムへの省エネルギー施策の導入時期が下半期にずれ込んだものの、順調に推移
しており、下半期に実施する予定となっております。 
一方で、新たな省エネルギー提案を積極的に導入しており、省エネルギー事業（エスコ事業）における省エネルギー提案の対

象範囲を広げ、他社との差別化を図ってまいります。 
以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は376百万円、営業損失122百万円となりました。 
  

（ファシリティマネジメント事業） 
当事業におきましては、設備投資意欲の順調な回復基調を受け、改修修繕工事の新規受注が順調に推移しました。 
以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は1,360百万円、営業利益30百万円となりました。 
  

（ロジスティクスサポート事業） 
当事業におきましては、物流量の回復基調を受け、原価削減施策が寄与し、堅調に推移しました。 
以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は364百万円、営業利益18百万円となりました。 
  
以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,101百万円、経常損失74百万円、中間純損失82百万円となりました。 

  

②所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

（日本） 

当中間連結会計期間における当社グループの売上高の殆どが日本国内における売上であり、堅調に推移しております。 

（グアム） 

当中間連結会計期間においては、前期末に完成したショッピングモールに対するメンテナンス、消耗品の物販を行っているの

みであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、779百万円となりました。 
  
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果増加した資金は、42 百万円となりました。これは税金等調整前中間純損失が 81 百万円となったものの、売上

債権の減少額（206百万円）や仕入債務の減少額（△81百万円）等によるものであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、8百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出（7百万円）によるも

のであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果得られた資金は、51 百万円となりました。これは短期借入金の純増額（100 百万円）、長期借入金の返済（△

48百万円）によるものであります。 



  



２【生産、受注及び販売の状況】 

  

(1) 生産実績 

当社の業態は、生産活動を行っておりませんので、記載を省略いたします。 

  

(2) 受注状況 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含んでおりません。 

   2．前連結会計年度は決算期変更により６ヵ月間となっており、中間連結決算を行っていないため、前中間連結会計期間

との比較は記載しておりません。 

  

(3) 販売実績 

     当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

   

 （注）1．前連結会計年度は決算期変更により６ヵ月間となっており、中間連結決算を行っていないため、前中間連結会計期間

との比較は記載しておりません。 

   2．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

  

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり
ます。 

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高（千円） 受注残高（千円）  

エスコ事業 215,118 706,200  
ファシリティマネジメント事業 1,229,223 61,328  
ロジスティクスサポート事業 364,065 -  
合 計 1,808,406 767,528  

事業の種類別セグメントの名称
 

金額（千円）
 

エスコ事業 376,926 

ファシリティマネジメント事業 1,360,544 

ロジスティクスサポート事業 364,065 

合計 2,101,536 

相手先 

当中間連結会計期間 

（平成19年４月1日から 

平成19年９月30日まで） 

金額（千円） 割合（％） 

スタンレー電気株式会社 661,663 31.5 

佐川急便株式会社 376,178 17.9 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における研究開発として、エスコ関連事業における新たなエネルギー削減方策の提供を目的とした新製品の

試作、テストのために3,755千円を支出しております。 

  

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(注)１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

  

    

種 類 発行可能株式総数（株） 

普 通 株 式 24,600 

計 24,600 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月25日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 7,328 7,328 
東京証券取引所 
マザーズ市場 

（注）１ 

計
 

7,328
 

7,328
 

－
 

－
 



  

(2)【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条の21の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであり

ます。 

① 平成17年12月20日定時株主総会決議 

  

(注)１ 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式数は、次の算式により調整されます。

調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２ 当社が、株式の分割または併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されます。調整の結果生じる1円未満の端数は切

り上げるものとします。 

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または移転(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式

により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

  

  
当中間会計期間末現在
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数(個) 66 66

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 66 66

新株予約権行使時の払込金額(円) 355,700 同左

新株予約権の行使期間 
自 平成20年12月16日
至 平成27年12月19日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価額   355,700 

資本組入額  177,850 
同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または従

業員の地位を失った場合に

は新株引受権を喪失する。

被付与者が死亡した場合に

は新株引受権を喪失する。

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

被付与者が新株予約権を第

三者へ譲渡または質入等の

処分をすることはできな

い。 

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ―

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割(または併合)の比率 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 

新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年4月1日～ 
平成19年9月30日 

－ 7,328 － 616,020 － 587,500 



(5）【大株主の状況】 

（注）１．所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合とも表示単位の端数を四捨五入して表示しておりま

す。 

  

 (6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】                         （平成19年9月30日現在） 

  

    平成19年9月30日現在

氏 名 又 は 名 称 住  所
所有株式数
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％） 

中 村 健 治 東京都渋谷区 3,020
 

41.21
 

株 式 会 社 サ ン ・ ク ロ レ ラ 
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町
369 

180
 

2.45 

西 出 佳 世 子 東京都中野区 157
 

2.14
 

中 村 浩 子 東京都渋谷区 150
 

2.04
 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 
東京都千代田区丸の内1丁目6-6 日本生命
証券管理部内 

125
 

1.70 

加 藤 温 子 東京都町田市 108
 

1.47 

有限会社プラサムジャパン 
東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山JTトラス
トタワー16F 

76
 

1.03 

野 村 證 券 株 式 会 社 東京都中央区日本橋1丁目9-1 68
 

0.92 

橋 本 倶 男 東京都品川区 60
 

0.81 

ゴ ー ル ド マ ン サ ッ ク ス 
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 

東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒル
ズ森タワー 

56
 

0.76 

計 － 4,000 54.59 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
(相互保有株式) 

      5 
－ 100％子会社所有株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,323 7,323 
権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数     7,328 - － 

総株主の議決権 － 7,328 － 



②【自己株式等】 

（平成19年9月30日現在） 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所 マザーズ市場におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有

株式（数） 

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数 

の合計（株） 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合（％) 

（相互保有株式） 

ファシリティ パートナーズ 

株式会社 

東京都中央区日本橋 

堀留町1丁目11-12 
5 － 5 0.07 

計 － 5 － 5 0.07 

月別
 

平成19年４月
 

５月
 

６月
 

７月
 

８月
 

９月
 

最高（円）
 

412,000
 

445,000
 

398,000
 

365,000
 

346,000
 

333,000
 

最低（円）
 

306,000
 

341,000
 

344,000
 

326,000
 

302,000
 

245,000
 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(3) 平成18年12月20日開催の第21期定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を９月30日から３月31

日に変更いたしました。 

  

 したがって、前連結会計年度及び前事業年度は平成18年９月１日から平成19年３月31日までの６ヵ月間となって

おり、中間連結決算及び中間決算を行っていないため、前中間連結財務諸表及び前中間財務諸表との対比は行って

おりません。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)中間財務諸表に

ついて、アーク監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金     781,484     695,890   

２．受取手形及び売掛金 ※７   769,564     988,528   

３．たな卸資産     345,448     352,830   

４．その他     68,101     56,860   

  貸倒引当金     △15,328     △26,430   

流動資産合計     1,949,270 67.0   2,067,680 67.6 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※１             

（1）建物および構築物 ※３ 48,042     58,040     

（2）土地 ※３ 7,915     10,406     

（3）その他 ※２ 186,203 242,161 8.3 188,445 256,891 8.4 

２．無形固定資産               

（1）のれん   548,283     563,513     

（2）その他   20,643 568,927 19.6 14,487 578,001 18.9 

３．投資その他の資産               

（1）投資有価証券   62,047     61,212     

（2）その他   160,198     168,416     

  貸倒引当金   △75,168 147,077 5.1 △75,168 154,460 5.1 

固定資産合計     958,166 33.0   989,354 32.4 

資産合計     2,907,437 100   3,057,034 100 

       



  

  

  
当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金     268,504     212,828   

２．短期借入金     700,000     600,000   

３．一年以内返済予定 
  長期借入金 

    96,661     100,811   

４．未払金     80,077     220,410   

５．未払法人税等     4,931     2,716   

６．賞与引当金     19,717     19,373   

７．メンテナンス費用引当金     11,120     15,982   

８．その他     130,622     155,674   

流動負債合計     1,311,635 45.1   1,327,796 43.4 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※３   69,958     114,130   

２．その他     111,373     120,256   

固定負債合計     181,331 6.2   234,386 7.7 

負債合計   1,492,966 51.3   1,562,183 51.1 

              

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     616,020 21.2   616,020 20.2 

２．資本剰余金     587,500 20.2   587,500 19.2 

３．利益剰余金     207,493 7.1   290,443 9.5 

４．自己株式     △1,700 △0.1   △1,700 △0.1 

株主資本合計     1,409,313 48.5   1,492,263 48.8 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券 
評価差額金 

  1,081 0.0   1,119 0.0 

評価・換算差額等合計     1,081 0.0   1,119 0.0 

Ⅲ 新株予約権     4,075 0.2   1,467 0.1 

純資産合計     1,414,470 48.7   1,494,850 48.9 

負債・純資産合計     2,907,437 100   3,057,034 100 

       



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

  
当中間連結会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     2,101,536 100   2,284,693 100 

Ⅱ 売上原価     1,599,925 76.1   1,613,439 70.6 

売上総利益     501,610 23.9   671,253 29.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   576,010 27.4   629,549 27.6 

営業利益又は 
営業損失(△) 

    △74,399 △3.5   41,703 1.8 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   301     379     

２．受取手数料   1,248     978     

３．受取家賃   ―     870     

４．その他   2,485 4,035 0.2 9,673 11,901 0.5 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   7,758     5,063     

２．為替差損   3,764     ―     

３．その他   671 12,194 0.6 4,476 9,540 0.4 

経常利益又は 
経常損失(△) 

    △82,559 △3.9   44,064 1.9 

Ⅵ 特別利益               

１．投資有価証券売却益   ―     475     

２．貸倒引当金戻入額   11,101     2,505     

３．保険解約金収入   ― 11,101 0.5 7,272 10,252 0.4 

Ⅶ 特別損失               

１．固定資産除却損 ※２ 187     156     

２．過年度メンテナンス費用 
  引当金繰入額 

  ―     14,376     

３．減損損失 ※３ 9,434     ―     

４．役員退職慰労金   ― 9,622 0.4 7,320 21,853 0.9 

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前中間純
損失(△) 

    △81,079 △3.9   32,463 1.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,870     1,664     

法人税等調整額   ― 1,870 0.1 △3,200 △1,536 △0.1 

当期純利益又は中間純損
失(△) 

    △82,949 △3.9   34,000 1.5 

       



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

  

  

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

  

  

  

  

株主資本 評価・換算
差額等 

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

その他
有価証券 

評価差額金

平成19年３月31日残高(千円) 616,020 587,500 290,443 △1,700 1,492,263 1,119 1,467 1,494,850 

中間連結会計期間中の変動額                 

 中間純損失(千円)     △82,949   △82,949     △82,949 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           △38 2,607 2,569 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― △82,949 ― △82,949 △38 2,607 △80,380 

平成19年９月30日残高(千円) 616,020 587,500 207,493 △1,700 1,409,313 1,081 4,075 1,414,470 

  

株主資本 評価・換算
差額等 

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

その他
有価証券 

評価差額金

平成18年９月30日残高(千円) 616,020 587,500 256,443 △1,700 1,458,263 1,986 ― 1,460,249 

連結会計年度中の変動額                 

 当期純利益(千円)     34,000   34,000     34,000 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)         ― △867 1,467 600 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ― ― 34,000 ― 34,000 △867 1,467 34,600 

平成19年３月31日残高(千円) 616,020 587,500 290,443 △1,700 1,492,263 1,119 1,467 1,494,850 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
当中間連結会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前中間純損失(△) 

  △81,079 32,463 

減価償却費   14,491 17,167 

のれん償却額   15,230 15,230 

貸倒引当金の増加額(減少額△)   △11,101 48,870 

メンテナンス費用引当金の増加額 
(減少額△)   △4,861 15,982 

その他引当金の増加額(減少額△)   343 1,630 

受取利息   △301 △379 

支払利息   7,758 5,063 

株式報酬費用   2,607 1,467 

投資有価証券売却益   ― △475 

減損損失   9,434 ― 

固定資産除却損   187 156 

売上債権の減少額(増加額△)   206,912 △209,665 

たな卸資産の減少額(増加額△)   7,382 17,842 

仕入債務の増加額(減少額△)   △81,456 44,969 

その他資産の減少額(増加額△)   △8,370 13,257 

長期未払金の増加額(減少額△)   △8,865 104,945 

その他負債の増加額(減少額△)   △11,417 14,133 

未払消費税等の増加額(減少額△)   △5,890 3,717 

未収消費税等の減少額(増加額△)   △1,805 20,521 

小計   49,199 146,899 

利息の受取額   299 377 

利息の支払額   △8,068 △4,821 

法人税等の還付額(支払額△)   1,444 42,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー   42,875 184,958 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の純減少額(純増加額△)   △0 △0 

有形固定資産の取得による支出   △7,466 △12,449 

無形固定資産の取得による支出   △8,072 △1,000 

投資有価証券の取得による支出   △899 △950 

投資有価証券の売却による収入   ― 2,950 

貸付による支出   ― △2,908 

貸付金の回収による収入   8,401 2,463 

その他の投資支出   △1,416 △6,144 

その他の投資回収による収入   500 4,167 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △8,954 △13,871 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増加額(純減少額△)   100,000 △10,000 

長期借入金の返済による支出   △48,322 △47,452 

配当金の支払額   △5 △134 

財務活動によるキャッシュ・フロー   51,672 △57,586 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   85,593 113,499 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   693,745 580,245 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   779,339 693,745 
      



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１. 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 １社 

 当社の子会社はファシリティパートナーズ㈱であ

り、当該会社を連結しております。 

  

１. 連結の範囲に関する事項 

同 左 

  

２. 持分法の適用に関する事項 

  持分法の適用の対象となる関連会社はありません 

  

２. 持分法の適用に関する事項 

同 左 

３. 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

  連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致

しております。 

  

３. 連結子会社の決算日に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

４. 会計処理基準に関する事項 

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定) 

４. 会計処理基準に関する事項 

 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法によっております。 

   時価のないもの 

同 左 

 ② たな卸資産 

   材料は移動平均法に基づく原価法、未成事業支出

金は個別法に基づく原価法によっております。 

  

 ② たな卸資産 

同 左 

  

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

  イ 節減量分与契約資産 

    (機械装置及び運搬具) 

    顧客との契約期間を耐用年数とする定額法 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

  イ 節減量分与契約資産 

    (機械装置及び運搬具) 

    顧客との契約期間を耐用年数とする定額法 

  ロ その他の資産は定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

  

建物 15年～50年 

機械装置及び運搬具 10年 

工具器具及び備品 ５年～15年 

  ロ その他の資産は定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 15年～50年 

機械装置及び運搬具 10年 

工具器具及び備品 ５年～15年 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

 法人税法等の改正((所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日政令第83号))に伴い、当中間連結会

計期間から、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に規定する

償却方法に基づき、減価償却費を計上しており

ます。なお、この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

  

  



  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

(追加情報) 

 当中間連結会計期間から平成19年３月31日以

前に取得したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。なお、この変更に

よる損益に与える影響は軽微であります。 

  

 ② 無形固定資産 

   自社利用ソフトウエアについては社内における利

用可能期間(５年)による定額法によっておりま

す。 

  

 ② 無形固定資産 

同 左 

  

 (3)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同 左 

  

 ② 賞与引当金 

   連結子会社の従業員賞与支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち、当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。 

 ② 賞与引当金 

   連結子会社の従業員賞与支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を

計上しております。 

 ③ メンテナンス費用引当金 

   省エネルギー事業(ESCO事業)において、当社製品

保証期間中に発生が予測されるメンテナンス費用

の支出に備えるため、その支出見込額のうち当中

間連結会計期間末までに負担すべき費用を計上し

ております。 

 ③ メンテナンス費用引当金 

   省エネルギー事業(ESCO事業)において、当社製品

保証期間中に発生が予測されるメンテナンス費用

の支出に備えるため、その支出見込額のうち当連

結会計年度末までに負担すべき費用を計上してお

ります。 

  (メンテナンス費用引当金の新設) 

 省エネルギー事業(ESCO事業)におけるメンテナ

ンス費用について従来は支出時に費用処理してお

りましたが、当連結会計年度からメンテナンス費

用引当金を計上することといたしました。 

 この変更は省エネルギー事業(ESCO事業)の拡大

により、同事業にかかるメンテナンス費用のより

一層の増加が見込まれることから、これらの費用

を将来の支出時に全額費用処理する方法ではな

く、合理的に費用配分することにより期間損益の

適正化をはかるために行ったものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場

合と比較して、営業利益及び経常利益は1,605千

円減少し、税金等調整前当期純利益は15,982千円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しております。 

  



  

  

会計方針の変更 

  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

 (4)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております 

  

 (4)重要なリース取引の処理方法 

同 左 

  

 (5)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  

 (5)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

同 左 

５. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

  

５. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同 左 

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

  

――――――――――――― 

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27

日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日)を適用しております。これにより、株式報酬費

用1,467千円が費用として計上され、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が同額減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。 

  

(井水プラント事業にかかる会計処理の変更) 

 当社は、従来、井水プラント事業における会計処理を

受取サービス料から直接費用を差し引いた金額を売上高

として計上しておりましたが、事業物件の増加に伴い重

要性が生じてきたことから、当該取引をより明瞭に表示

するため、当中間連結会計期間より受取サービス料と直

接費用をそれぞれ売上高、売上原価として計上する方法

に変更いたしました。 

 なお、この変更に伴い、当中間連結会計期間における

売上高と売上原価がそれぞれ18,700千円増加しておりま

す。営業損失及び経常損失、税金等調整前中間純損失、

中間純損失に与える影響はありません。 

  

  

――――――――――――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末
(平成19年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  

  106,394千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  

  96,188千円

※２．有形固定資産に係る国庫補助金による圧縮記帳累

計額は、機械及び装置980千円であります。 

  

※２．有形固定資産に係る国庫補助金による圧縮記帳累

計額は、機械及び装置980千円であります。 

  

※３．担保に供している資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物及び構築物 5,908千円

土地 2,889千円

合    計 8,797千円

※３．担保に供している資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物及び構築物 6,074千円

土地 2,889千円

合    計 8,963千円

 (2) 上記に対応する債務 

     (一年以内返済予定長期借入金を含む) 

  

長期借入金 5,810千円

 (2) 上記に対応する債務 

     (一年以内返済予定長期借入金を含む) 

  

長期借入金 10,790千円

 ４. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱三菱東京UFJ銀行及びりそな銀行㈱、㈱三

井住友銀行及び㈱みずほ銀行と当座貸越契約を締

結しております。 

    当中間会計期間末における当座貸越契約に係る

借入未実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額 1,700,000千円

借入実行残高 700,000千円

 差引額 1,000,000千円

 ４. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱三菱東京UFJ銀行及びりそな銀行㈱、㈱三

井住友銀行及び㈱みずほ銀行と当座貸越契約を締

結しております。 

    当連結会計年度末における当座貸越契約に係る

借入未実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額 1,900,000千円

借入実行残高 600,000千円

 差引額 1,300,000千円

 ５. 偶発債務 

    当社は一取引先のエスコ事業のリース取引につ

いて保証を行っており、その債務残高は46,848千

円であります。 

  

 ５. 偶発債務 

    当社は一取引先のエスコ事業のリース取引につ

いて保証を行っており、その債務残高は51,240千

円であります。 

  

 ６．受取手形割引高は、112,166千円であります。 

  

 ６．受取手形割引高は、53,483千円であります。 

  

※７．中間連結会計期間末日満期手形 

    中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含まれており

ます。 

  

 受取手形 9,090千円

※７．連結会計年度末日満期手形 

    連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

 受取手形 2,483千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 

  

給料及び手当 242,529千円

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 

  

給料及び手当 237,998千円

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  

工具器具及び備品 187千円 工具器具及び備品 156千円

※３．減損損失 

   当社グループは、エスコ事業においては、契約を

基礎とした事業別に、その他の事業は事業別セグメ

ントを基礎として資産のグループ化を行っており、

賃貸資産、遊休資産については各資産を最小単位と

しております。当中間連結会計期間において、当社

グループが減損損失を計上した資産は以下のとおり

です。 

   場所   神奈川県三浦市 

   用途   福利厚生施設 

   種類   建物及び土地 

   当資産は、使用されることが少なくなってきてお

り、将来も同様に使用可能性が低いため、その帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失(9,434千円)として、特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物6,943千円、土地2,490千円であ

ります。なお、当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、近隣相場により評価してお

ります。 

  

  



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権に関する事項 

(注) 新株予約権(ストック・オプション)は、当中間連結会計期間末日現在、権利行使の初日が到来しておりません。 

  

前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権に関する事項 

(注) 新株予約権（ストック・オプション）は、当連結会計年度末日現在、権利行使の初日が到来しておりません。 

  

  
前連結会計年度末 

株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末
株式数(株) 

発行済株式         

 普通株式 7,328 ― ― 7,328 

合計 7,328 ― ― 7,328 

自己株式         

 普通株式 5 ― ― 5 

合計 5 ― ― 5 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円） 

前連結
会計年度末

増加株式数 減少株式数
当中間連結 
会計期間末 

提出会社 
平成18年新株予約
権(ストック・オプ
ション) 

― ― ― ― ― 4,075 

  
前連結会計年度末 

株式数(株) 
増加株式数(株) 減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式         

 普通株式 7,328 ― ― 7,328 

合計 7,328 ― ― 7,328 

自己株式         

 普通株式 5 ― ― 5 

合計 5 ― ― 5 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円) 

前連結
会計年度末

増加株式数 減少株式数
当連結 

会計年度末 

提出会社 
平成18年新株予約
権(ストック・オプ
ション) 

― ― ― ― ― 1,467 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

  

現金及び預金勘定 781,484千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等 

2,145千円

現金及び現金同等物 779,339千円

１．現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 695,890千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金等 

2,144千円

現金及び現金同等物 693,745千円



(リース取引関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期末
残高相当額

  千円 千円 千円
機械及び 
装置 

501,767 51,989 449,777

工具器具 
及び備品 

4,368 2,766 1,061

合 計 506,135 54,755 451,379

（借主側） 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末 
残高相当額

千円 千円 千円
機械及び
装置 

448,392 24,563 423,828

工具器具
及び備品 

4,368 2,329 2,038

合 計 452,760 26,893 425,867

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

  

１年内 48,855千円

１年超 410,142千円

合計 458,997千円

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 43,135千円

１年超 386,197千円

合計 429,332千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

  

支払リース料 33,394千円

減価償却費相当額 27,862千円

支払利息相当額 9,684千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

  

支払リース料 19,219千円

減価償却費相当額 16,514千円

支払利息相当額 4,843千円

（4）減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

  

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

  

（5）利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

  

（5）利息相当額の算定方法 

同 左 

  

２. 転リース 

（借手側） 

   未経過リース料 

  

１年内 26,178千円

１年超 128,708千円

合計 154,886千円

２. 転リース 

（借手側） 

   未経過リース料 

  

１年内 26,178千円

１年超 141,797千円

合計 167,975千円

（貸手側） 

   未経過リース料 

  

１年内 26,538千円

１年超 130,478千円

合計 157,016千円

（貸手側） 

   未経過リース料 

  

１年内 26,538千円

１年超 143,747千円

合計 170,285千円

  上記転リースにかかる金額は、利息相当額の合理的

な見積額を控除しない方法によっております。 

  

  上記転リースにかかる金額は、利息相当額の合理的

な見積額を控除しない方法によっております。 



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成19年9月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

種類 
取得原価 

(千円) 

中間連結 

貸借対照表 

(千円) 
差額(千円) 

  
株式 

  
1,149 

  
2,972 

  
1,823 

  中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券   

非上場株式 59,075 

種類 
取得原価 

(千円) 
連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

  
株式 

  
250 

  
2,137 

  
1,887 

  連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券   

非上場株式 59,075 



(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から19年９月30日まで) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から19年９月30日まで) 

当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 2,607千円 

  

前連結会計年度(平成18年10月１日から19年３月31日まで) 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 1,467千円 

  

２ ストック・オプションの内容及び規模 

  

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年12月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員10名及び取引先２社

株式の種類及び付与数 普通株式 66株

付与日 平成18年12月18日

権利確定条件 
対象者が従業員の場合、付与日から権利確定日まで継続して勤務してい
ることを要します。 

対象勤務期間 平成18年12月18日から平成20年12月15日まで

権利行使期間 平成20年12月16日から平成27年12月19日まで

権利行使価格 355,700円 

付与日における公正な評価単価 157,400円 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

  

  

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な内容 

  

  
エスコ関連事業 

ファシリティ 
マネジメント事業 

ロジスティクス 
サポート 
事業 

（千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

１ 外部顧客に対する売上高 376,926 1,360,544 364,065 

２ セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
― 378 ― 

計 376,926 1,360,922 364,065 

営業費用 499,876 1,330,703 345,734 

営業利益又は営業損失(△) △122,949 30,219 18,330 

  
消去又は全社 連結 

（千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

１ 外部顧客に対する売上高 ― 2,101,536 

２ セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
(378) ― 

計 (378) 2,101,536 

営業費用 (378) 2,175,936 

営業利益又は営業損失(△) ― △74,399 

１． エスコ関連事業 ： 対象施設のエネルギー削減サービス(エスコ事業)及び導入機器の販売

業務 

２． ファシリティマネジメ

ント事業 

： 施設の維持保全関連業務 

３． ロジスティクスサポー

ト事業 

： 物流業務支援に関する人材派遣業務 



前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

  

  

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な内容 

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準③」

に記載のとおり、当連結会計年度より、メンテナンス費用引当金を新設しております。この変更に伴い、前連結会計年度

と同一の方法によった場合に比べ、エスコ関連事業については、営業利益が、1,605千円減少しております。 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「スト

ック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用しております。これにより、エスコ関

連事業において株式報酬費用1,467千円が費用として計上され、営業利益が同額減少しております。 

  
エスコ関連事業 

ファシリティ 
マネジメント 

事業 

ロジスティクス 
サポート事業 

計 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

  売上高         

１ 外部顧客に対する売上高 795,962 1,114,719 374,010 2,284,693 

２ セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
― ― ― ― 

計 795,962 1,114,719 374,010 2,284,693 

営業費用 781,720 1,105,014 356,255 2,242,989 

営業利益 14,242 9,705 17,755 41,703 

  
消去又は全社 連結 

（千円） （千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益     

  売上高     

１ 外部顧客に対する売上高 ― 2,284,693 

２ セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
― ― 

計 ― 2,284,693 

営業費用 ― 2,242,989 

営業利益 ― 41,703 

１． エスコ関連事業 ： 対象施設のエネルギー削減サービス(エスコ事業)及び導入機器の販売

業務 

２． ファシリティマネジメ

ント事業 

： 施設の維持保全関連業務 

３． ロジスティクスサポー

ト事業 

： 物流業務支援に関する人材派遣業務 



【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

当社グループは、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び関連会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。 

  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

  

    グアム 計 

Ⅰ 海外売上高 （千円） 272,690 272,690 

Ⅱ 連結売上高 （千円） ― ― 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 
（％） 11.94 11.94 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり当期純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額又は当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間 
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１株当たり純資産額 193,154円47銭 １株当たり純資産額 204,130円86銭

１株当たり中間純損失金額 11,327円27銭 １株当たり当期純利益金額 4,642円90銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額 

  

  

  

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額につき

ましては、１株当たり中

間純損失のため記載して

おりません。 

  
  
  
  

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
4,641円00銭

  
当中間連結会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前連結会計年度 
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１株あたり当期純利益金額 

又は中間純損失金額(△) 
△11,327円27銭 4,642円90銭 

当期純利益又は中間純損失(△)(千円) △ 82,949 34,000 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は中間純損失(△)

(千円) 

△ 82,949 34,000 

期中平均株式数(株) 7,323 7,323 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 ― 4,641円00銭 

中間(当期)純利益調整額 ― ― 

普通株式増加数(株) ― 3 

(うち新株引受権(株)) (―) (3)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

― ― 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

  
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金   492,686     506,205     

２．受取手形 ※５ 25,772     34,936     

３．売掛金   384,855     669,434     

４．たな卸資産   343,294     340,342     

５．その他 ※６ 56,343     49,550     

貸倒引当金   △15,380     △24,690     

流動資産合計     1,287,572 62.1   1,575,780 66.3 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※１             

(1) 建物   31,657     41,330     

(2) 土地   5,026     7,517     

(3) 建設仮勘定   120,774     120,774     

(4) その他 ※２ 53,938     61,360     

有形固定資産合計   211,397   10.2 230,981   9.7 

２．無形固定資産   4,143   0.2 646   0.0 

３．投資その他の資産               

(1) 投資有価証券   61,112     61,212     

(2) 関係会社株式   440,000     440,000     

(3) その他   145,436     144,663     

貸倒引当金   △75,168     △75,168     

投資その他の資産合計   571,380   27.5 570,707   24.0 

固定資産合計     786,920 37.9   802,336 33.7 

資産合計     2,074,492 100   2,378,116 100 

       



  

  

  
当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金   22,348     34,502     

２．短期借入金   600,000     600,000     

３．未払金   80,515     213,090     

４．未払法人税等   1,738     2,770     

５．メンテナンス費用引当金   11,120     15,982     

６．その他   16,854     29,450     

流動負債合計     732,577 35.3   895,797 37.7 

Ⅱ 固定負債               

１．長期未払金   96,079     104,945     

２．その他   727     948     

固定負債合計     96,807 4.7   105,893 4.4 

負債合計     829,384 40.0   1,001,691 42.1 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     616,020 29.6   616,020 25.9 

２．資本剰余金               

資本準備金   587,500     587,500     

資本剰余金合計     587,500 28.3   587,500 24.7 

３．利益剰余金               

(1) 利益準備金   5,000     5,000     

(2) その他利益剰余金               

別途積立金   190,000     190,000     

繰越利益剰余金   △158,547     △24,682     

利益剰余金合計     36,452 1.9   170,317 7.2 

株主資本合計     1,239,972 59.8   1,373,837 57.8 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券評価差額金   1,060     1,119   

評価・換算差額等合計     1,060 0.0   1,119 0.0 

Ⅲ 新株予約権     4,075 0.2   1,467 0.1 

純資産合計     1,245,108 60.0   1,376,424 57.9 

負債純資産合計     2,074,492 100   2,378,116 100 

       



② 【中間損益計算書】 

  

  

  
当中間会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     375,467 100   795,962 100 

Ⅱ 売上原価     257,683 68.6   482,651 60.6 

売上総利益     117,783 31.4   313,311 39.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     242,892 64.7   299,236 37.6 

営業利益又は営業損失(△)     △125,109 △33.3   14,075 1.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,615 0.4   5,753 0.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２   9,772 2.6   4,774 0.6 

経常利益又は経常損失(△)     △133,265 △35.5   15,053 1.9 

Ⅵ 特別利益 ※３   9,310 2.5   8,452 1.1 

Ⅶ 特別損失 ※４   9,434 2.5   14,376 1.8 

税引前当期純利益又は税引前
中間純損失(△) 

    △133,390 △35.5 9,129 1.2

法人税、住民税及び事業税   475     395     

法人税等調整額   ― 475 0.1 △3,200 △2,805 △0.4 

当期純利益又は中間純損失
(△) 

    △133,865 △35.6   11,934 1.6 

      



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

  

  

前事業年度の株主資本等変動計算書(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

  

  

  

株主資本
評価・換算
差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 

資本金 資本 
剰余金 

利益剰余金

株主資本
合計 

その他
有価証券
評価差額金利益

準備金 

その他利益剰余金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高(千円） 616,020 587,500 5,000 190,000 △24,682 1,373,837 1,119 1,467 1,376,424

中間会計期間中の変動額      

 中間純損失   △133,865 △133,865   △133,865

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額) 

  △59 2,607 2,548

中間会計期間中の変動額合計   △133,865 △133,865 △59 2,607 △131,316

平成19年９月30日残高(千円） 616,020 587,500 5,000 190,000 △158,547 1,239,972 1,060 4,075 1,245,108

  

株主資本
評価・換算

差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金

株主資本

合計 

その他

有価証券

評価差額金
資本 
準備金 

利益

準備金 

その他利益剰余金

別途

積立金 
繰越利益

剰余金 

平成18年９月30日残高(千円） 616,020 587,500 5,000 190,000 △36,616 1,361,903 1,986   1,363,890

事業年度中の変動額                  

 当期純利益         11,934 11,934     11,934

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

            △867 1,467 600

事業年度中の変動額合計(千

円) 
        11,934 11,934 △867 1,467 12,534

平成19年３月31日残高(千円） 616,020 587,500 5,000 190,000 △24,682 1,373,837 1,119 1,467 1,376,424



（重要な会計方針） 

  
当中間会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１．資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

  子会社株式 

   移動平均法に基づく原価法 

  

１．重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

  子会社株式 

同 左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定) 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法によっております。 

   時価のないもの 

同 左 

 ② たな卸資産 

   材料は移動平均法に基づく原価法、未成事業支出

金は個別法に基づく原価法によっております。 

 ② たな卸資産 

同 左 

２．固定資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

  イ 節減量分与契約資産 

    (機械装置及び運搬具) 

    顧客との契約期間を耐用年数とする定額法 

２．固定資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

  イ 節減量分与契約資産 

    (機械装置及び運搬具) 

    顧客との契約期間を耐用年数とする定額法 

  ロ その他の資産は定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 15年～50年 

機械装置及び運搬具 10年 

工具器具及び備品 ５年～15年 

 ロ その他の資産は定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 15年～50年 

機械装置及び運搬具 10年 

工具器具及び備品 ５年～15年 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

 法人税法等の改正((所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日政令第83号))に伴い、当中間会計期

間から、平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に規定する償却

方法に基づき、減価償却費を計上しておりま

す。なお、この変更による損益に与える影響は

軽微であります。 

  

  

  

(追加情報) 

 当中間会計期間から平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。なお、この変更による

損益に与える影響は軽微であります。 

  

  



  

  

当中間会計期間
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

 ② 無形固定資産 

   自社利用ソフトウエアについては社内における利

用可能期間(５年)による定額法によっておりま

す。 

  

 ② 無形固定資産 

同 左 

  

３．重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

３．重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同 左 

  

 ② メンテナンス費用引当金 

   省エネルギー事業(ESCO事業)において、当社製品

保証期間中に発生が予測されるメンテナンス費用

の支出に備えるため、その支出見込額のうち当中

間会計期間末までに負担すべき費用を計上してお

ります。 

 ② メンテナンス費用引当金 

   省エネルギー事業(ESCO事業)において、当社製品

保証期間中に発生が予測されるメンテナンス費用

の支出に備えるため、その支出見込額のうち当事

業年度末までに負担すべき費用を計上しておりま

す。 

  (メンテナンス費用引当金の新設) 

 省エネルギー事業(ESCO事業)におけるメンテナ

ンス費用について従来は支出時に費用処理してお

りましたが、当会計年度からメンテナンス費用引

当金を計上することといたしました。 

 この変更は省エネルギー事業(ESCO事業)の拡大

により、同事業にかかるメンテナンス費用のより

一層の増加が見込まれることから、これらの費用

を将来の支出時に全額費用処理する方法ではな

く、合理的に費用配分することにより期間損益の

適正化をはかるために行ったものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場

合と比較して、営業利益及び経常利益は1,605千

円減少し、税引前当期純利益は15,982千円減少し

ております。 

  

４．重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

  

４．重要なリース取引の処理方法 

同 左 

  

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同 左 



(会計方針の変更) 

  

  

当中間会計期間
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

  

――――――――――――― 

(ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)

を適用しております。これにより、株式報酬費用1,467

千円が費用として計上され、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が同額減少しております。 

  

(井水プラント事業にかかる会計処理の変更) 

 当社は、従来、井水プラント事業における会計処理を

受取サービス料から直接費用を差し引いた金額を売上高

として計上しておりましたが、事業物件の増加に伴い重

要性が生じてきたことから、当該取引をより明瞭に表示

するため、当中間会計期間より受取サービス料と直接費

用をそれぞれ売上高、売上原価として計上する方法に変

更いたしました。 

 なお、この変更に伴い、当中間会計期間における売上

高と売上原価がそれぞれ18,700千円増加しております。

営業損失及び経常損失、税引前中間純損失、中間純損失

に与える影響はありません。 

  

  

――――――――――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末
(平成19年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   83,394千円 

  

※１．有形固定資産の減価償却累計額   73,244千円 

  

※２．有形固定資産に係る国庫補助金による圧縮記帳累

計額は、有形固定資産「その他」980千円でありま

す。 

  

※２．有形固定資産に係る国庫補助金による圧縮記帳累

計額は、有形固定資産「その他」980千円でありま

す。 

  

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱三菱東京UFJ銀行、りそな銀行㈱、㈱三井住

友銀行及びみずほ銀行㈱と当座貸越契約を締結して

おります。 

   当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残 600,000千円

差引額 600,000千円

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行㈱三菱東京UFJ銀行、りそな銀行㈱、㈱三井住

友銀行及びみずほ銀行㈱と当座貸越契約を締結して

おります。 

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残 600,000千円

差引額 600,000千円

 ４．偶発債務 

   当社は一取引先のエスコ事業のリース取引につい

て保証を行っており、その債務残高は46,848千円で

あります。また関係会社の運転資金の効率的な調達

を行うため、関係会社が、㈱三菱東京UFJ銀行(当座

貸越限度額300百万円)及びりそな銀行㈱(当座貸越

限度額200百万円)と締結いたしました当座貸越契約

及び㈱横浜銀行と締結しております金銭消費貸借契

約に対し、債務保証を行っており、中間会計期間末

における関係会社の借入実行残高は、195,829千円

であります。 

  

 ４．偶発債務 

   当社は一取引先のエスコ事業のリース取引につい

て保証を行っており、その債務残高は51,240千円で

あります。また、関係会社の運転資金の効率的な運

用を行うため、関係会社が㈱三菱東京UFJ銀行(当座

貸越限度額500百万円)及びりそな銀行㈱(当座貸越

限度額200百万円)と締結いたしました当座貸越契約

及び㈱横浜銀行と締結しております金銭消費貸借契

約に対し、債務保証を行っており、当事業年度末に

おける関係会社の借入実行残高は、120百万円であ

ります。 

  

※５．期末日満期手形 

   中間会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当中間会計期間末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間会計期間末日満期手形が中間会計期

間末残高に含まれております。 

  

受取手形 9,090千円

※５．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

受取手形 2,483千円

※６．消費税の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺後の金額に

より流動資産「その他」に含めて表示しており、そ

の金額は1,805千円であります。 

――――――――――――― 



（中間損益計算書関係） 

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

※１．営業外収益のうち主な項目 

  

受取利息 154千円

受取手数料 1,248千円

※１．営業外収益のうち主な項目 

  

受取利息 123千円

受取家賃 570千円

受取手数料 978千円

還付加算金 1,560千円

為替差益 2,088千円

※２．営業外費用のうち主な項目 

  

支払利息 5,829千円

為替差損 3,764千円

※２．営業外費用のうち主な項目 

  

支払利息 2,268千円

たな卸資産廃棄損 2,191千円

※３．特別利益は貸倒引当金の戻入額であります。 

  

※３．特別利益はのうち主な科目 

  

保険解約金収入 7,272千円

※４．特別損失は減損損失であります。 

   当社は、エスコ事業において契約を基礎とした事

業別に資産のグループ化を行っており、賃貸資産、

遊休資産については各資産を 小単位としておりま

す。当中間会計期間において、当社が減損損失を計

上した資産は以下のとおりです。 

   場所   神奈川県三浦市 

   用途   福利厚生施設 

   種類   建物及び土地 

   当資産は、使用されることが少なくなってきてお

り、将来も同様に使用可能性が低いため、その帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失(9,434千円)として、特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物6,943千円、土地2,490千円であ

ります。なお、当資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、近隣相場により評価してお

ります。 

  

※４．特別損失は過年度メンテナンス費用引当金の繰入

額であります。 

  

 ５. 減価償却実施額 

  

有形固定資産 10,150千円

無形固定資産 503千円

 ５. 減価償却実施額 

  

有形固定資産 13,772千円

無形固定資産 170千円



(リース取引関係) 

  

当中間会計期間
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 

減価償却累 
計額相当額 

中間期末
残高相当額

  千円 千円 千円

機械及び 
装置 

501,767 51,989 449,777

  
取得価額
相当額 

減価償却累 
計額相当額 

期末 
残高相当額

千円 千円 千円

機械及び
装置 

448,392 24,563 423,828

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

  

１年内 47,929千円

１年超 409,331千円

合 計 457,261千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 42,232千円

１年超 384,917千円

合 計 427,150千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

  

支払リース料 32,896千円

減価償却費相当額 27,425千円

支払利息相当額 9,632千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 18,721千円

減価償却費相当額 16,078千円

支払利息相当額 4,778千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

  

(5)利息相当額の算定方法 

同 左 

２．転リース 

（借手側） 

  未経過リース料 

  

１年内 26,178千円

１年超 128,708千円

合 計 154,886千円

２．転リース 

（借手側） 

  未経過リース料 

１年内 26,178千円

１年超 141,797千円

合 計 167,975千円

（貸手側） 

  未経過リース料 

  

１年内 26,538千円

１年超 130,478千円

合 計 157,016千円

（貸手側） 

  未経過リース料 

１年内 26,538千円

１年超 143,747千円

合 計 170,285千円

  上記転リースにかかる金額は、利息相当額の合理的

な見積額を控除しない方法によっております。 

  上記転リースにかかる金額は、利息相当額の合理的

な見積額を控除しない方法によっております。 



(有価証券関係) 

当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

当中間会計期間における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
 

前事業年度(平成18年10月１日から平成19年３月31日まで) 

前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
 

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間
(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１株当たり純資産額 169,911円3銭 １株当たり純資産額 187,830円90銭

１株当たり中間純損失金額 18,267円64銭 １株当たり当期純利益金額 1,628円60銭

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額につきまし
ては、１株当たり中間純損
失のため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

1,627円93銭

  
当中間会計期間

(平成19年４月１日から 
平成19年９月30日まで) 

前事業年度 
(平成18年10月１日から 
平成19年３月31日まで) 

１株当たり当期純利益金額又は中間純損失金額

(△) 
△18,267円64銭 1,628円60銭 

当期純利益又は中間純損失(△) (千円) △133,865 11,934 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は中間純損失(△) 

(千円) 
△133,865 11,934 

普通株式に係る期中平均株式数(株) 7,328 7,328 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 ― 1,627円93銭 

中間(当期)純利益調整額 ― ― 

普通株式増加数(株) ― 3 

(うち新株引受権(株)) ― (3)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

― ― 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第22期） 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日 
  平成19年６月29日 

関東財務局長に提出。 

            
(2) 有価証券報告書 

の訂正報告書 

事業年度 

（第22期） 

自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日 
  平成19年９月11日 

関東財務局長に提出。 

  
(3) 

  
有価証券報告書 

の訂正報告書 

  

事業年度 

（第22期） 

  

自 平成18年10月１日 

至 平成19年３月31日 

    
平成19年10月19日 

関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の監査報告書 
平成19年６月22日 

株式会社省電舎 
取締役会 御中 

アーク監査法人 

  
当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社省電舎の平成18年10月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び
連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は
独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。 

  
追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計処理基準に関する事項(3)重要な引当金の計上基
準③に記載されているとおり、会社はメンテナンス費用引当金に係る会計方針を変更した。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以  上

  

  

 

指 定 社 員 
公認会計士 三浦 昭彦 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 上田 正樹 

業務執行社員 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

株式会社 省電舎 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社省電舎の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

  

  

  

  

  

アーク監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  浦  昭  彦  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  上  田  正  樹  ㊞ 

  
※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



独立監査人の監査報告書 
平成19年６月22日 

株式会社省電舎 
取締役会 御中 

アーク監査法人 

  
当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社省電舎の平成18年10月１日から平成19年３月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表
の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社省電舎の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
追記情報 

重要な会計方針３.引当金の計上基準（２）記載されているとおり、会社はメンテナンス費用引当金に係
る会計方針を変更した。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以  上

  

  

  

指 定 社 員 
公認会計士 三浦 昭彦 

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 上田 正樹 

業務執行社員 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

株式会社 省電舎 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社省電舎の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社省電舎の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

  

  

  

  

  

  

アーク監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  三  浦  昭  彦  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  上  田  正  樹  ㊞ 

  
※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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